
≪ 発生時間帯 ≫ ≪ 発生場所 ≫

≪ 事故類型 ≫ ≪ 高校生の事故原因 ≫

注：高校生の自転車が第１当事者又は第２当事者の事故

高校生の自転車関係事故（過去５年間：R元～R５）

注：第１・第２当それぞれで計上

計581件 計581件

計581件 計581件



人口10万人当たりの自転車乗用中死傷者数

≪ 自転車乗用中被害者の通行目的 ≫≪ 被害程度推移 ≫

高校生の自転車乗用中被害 （過去５年間：R元～R５）

（過去５年間：R元～R５）

注：人口は各年10月1日現在

計573人

計2,507人

計573人



（過去５年間：R元～R５）

1.7倍
ヘルメット着用状況別致死率

注：高校生以外を含む全年齢層

≪高校生のヘルメット非着用者の人身損傷主部位≫

自転車乗用中死傷者のヘルメット着用状況

計2,507人



岐阜県では、自転車の交通事故を防止するため、
令和４年３月に「自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」を制定しました。

ルール１

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

ルール２

ルール３

ルール４

ルール５

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用

ルールを守って、安全！安心！自転車ライフ


